
掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。

援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

　

一
定
の
農
業
技
術
と
知
識
を
習

得
し
、
市
内
農
家
の
農
作
業
を
手

伝
う
援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成

し
ま
す
。

■
実
習
農
家
庭
田
農
園
（
関
野
町

１
丁
目
）、
大
澤
農
園
（
貫
井
南

町
２
丁
目
）

u
都
農
林
水
産
振
興
財
団
（
立
川

市
）
技
術
講
座
＝
３
回
、
市
内
農

家
実
習
＝
１０
回
程
度

t
市
内
在
住
で
平
日
の
養
成
講
座

に
参
加
で
き
、
講
座
終
了
後
に
援

農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
を

継
続
で
き
る
２０
歳
以
上
の
方

s
各
農
園
３
人
（
多
数
抽
選
）

n
実
費
負
担
有
り
（
保
険
料
・
交

通
費
等
）

m
５
月
１０
日
（
消
印
有
効
）
ま
で

に
、
往
復
は
が
き
に
住
所
・
氏
名

・
年
齢
・
電
話
番
号
・
希
望
実
習

農
家
名
を
明
記
し
、
経
済
課
産
業

振
興
係
（
〒
１８４

−

８
５
０
４
住
所

不
要
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
８
２
）
へ

市
道
・
遊
歩
道
の
除
草
・
剪
定

　

通
行
空
間
の
確
保
、
通
行
時
の

見
通
し
の
確
保
等
の
た
め
、
年
２

回
、
除
草
・
剪せ

ん

定
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
通
行
に
支
障
の
あ
る

箇
所
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
私
有
地
か
ら
の
植
栽
の

越
境
が
無
い
よ
う
に
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
実
施
時
期
５
月
中
旬
〜
７
月
中

旬
、
９
月
中
旬
〜
１２
月
中
旬
（
状

況
に
よ
り
前
後
有
り
）

i
道
路
管
理
課
道
路
管
理
係
（
☎

０４２

−

３８７

−

９
８
４
９
）

不
用
品
交
換
コ
ー
ナ
ー

　

資
源
の
節
約
、
ご
み
の
減
量
の

た
め
、
家
庭
で
使
用
し
な
く
な
っ

た
不
用
品
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

■
対
象
品
家
具
、
電
気
製
品
、
一

般
機
器
、
幼
児
用
品
な
ど
で
破
損

し
て
い
な
い
も
の

■
利
用
方
法
直
接
、
経
済
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
登
録
カ
ー
ド
を

不
用
品
交
換
コ
ー
ナ
ー
に
掲
示
し

て
紹
介
し
ま
す
（
掲
示
は
４
か
月

間
）。当
事
者
間
で
直
接
交
渉
し
、

必
ず
交
渉
結
果
を
ご
連
絡
く
だ
さ

いe
市
内
在
住
の
方
に
限
り
ま
す

i
経
済
課
消
費
生
活
係
（
☎
０４２

−

３８７

−

９
８
３
１
）

みんなのみんなの
タウンミーティングタウンミーティング

　市民の皆さんの市政に対する率直なご意
見等を、市長にお聞かせください。
d５月１８日（土）午前１０時３０分〜正午
b市民会館・萌え木ホール（商工会館３階）
s２０人（申込順）
e▷保育有り（１歳以上。３人。申込順）
▷手話通訳有り
m５月１日〜１６日に、市申込フォーム（ht
tps://logoform.jp/f/８
２p２０）、電話または直接、
広報秘書課広聴係（市役
所第二庁舎１階☎０４２−
３８７−９８１８）へ

　

春
は
新
し
い
出
会
い
の
季
節
で

す
。
４
月
よ
り
３１
人
が
新
し
く
市

職
員
と
な
り
ま
し
た
。
将
来
を
担

う
人
材
に
な
る
た
め
に
新
入
職
員

に
は
４
つ
の
こ
と

−

変
革
マ
イ
ン

ド
を
持
っ
た
職
員
と
な
る
こ
と
、

「
守
破
離
」
の
考
え
を
も
っ
て
自

己
を
確
立
す
る
こ
と
、
難
し
い
状

況
や
問
題
に
直
面
し
て
も
常
に

「
ネ
ア
カ
」
で
あ
る
こ
と
、
小
金

井
市
や
市
民
に
つ
い
て
よ
く
知
る

た
め
に
市
民
と
関
わ
り
地
域
に
飛

び
出
す
こ
と
、
を
伝
え
ま
し
た
。

　

ま
た
、
４
月
１
日
に
は
全
職
員

に
、
対
面
お
よ
び
庁
内
放
送
に
て

新
年
度
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
述
べ
、

２
点
の
こ
と
を
伝
え
ま
し
た
。
１

つ
目
は
、
昨
今
の
社
会
経
済
情
勢

の
変
化
の
激
し
さ
や
多
様
な
市
民

ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
等
、
社
会
や
市

民
の
時
代
に
応
じ
た
要
請
に
で
き

る
だ
け
応
え
て
い
く
た
め
に
も
、

仕
事
の
や
り
方
を
変
え
る
こ
と
で

す
。
前
例
踏
襲
か
ら
脱
却
し
て
、

小
さ
な
こ
と
か
ら
で
も
や
り
方
を

変
え
る
こ
と
で
仕
事
の
質
を
変

え
、
業
務
効
率
性
を
高
め
つ
つ
市

民
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
良
く
す
る
。

で
き
な
い
理
由
を
探
す
組
織
で
は

な
く
、
で
き
る
こ
と
か
ら
取
り
組

む
組
織
へ
。
こ
の
質
的
転
換
を
図

り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

２
つ
目
は
、
地
域
資
源
を
最
大

限
活
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

各
分
野
の
専
門
性
を
持
っ
た
団

体
、教
育
機
関
、民
間
企
業
と
パ
ー

ト
ナ
ー
と
な
り
、
お
互
い
の
役
割

分
担
で
そ
れ
ぞ
れ
に
メ
リ
ッ
ト
の

あ
る
関
係
性
を
構
築
す
る
。
こ
れ

ま
で
以
上
に
ギ
ア
を
あ
げ
て
進
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

職
員
一
人
ひ
と
り
の
小
さ
な
挑

戦
が
組
織
の
総
和
と
し
て
そ
の
成

果
が
大
き
く
な
り
、
ひ
い
て
は
市

全
体
の
進
化
と
ま
ち
の
発
展
に
つ

な
が
り
ま
す
。
令
和
６
年
度
を
新

た
な
市
の
魅
力
再
構
築
の
年
度
と

な
る
よ
う
、
職
員
一
丸
と
な
っ
て

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
市
民

の
皆
様
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

小
金
井
市
長

新
し
い
小
金
井
を
つ
く
る

新
し
い
小
金
井
を
つ
く
る

７

トト
ビビ
ララ

　国の小規模事業者持続化補助金を活用して
販路開拓等に取り組む市内事業者に対し、補
助金を交付します。
■申請受付期間令和７年３月３１日（月）まで
■給付額補助対象経費から国の小規模事業者
持続化補助金および補助対象事業完了までに
直接生じた収益金を差し引いた金額の２分の
１（上限有り）
t国の小規模事業者持続化補助金の交付確定
を受けた市内事業者
e詳細は、市ホームページをご覧ください
m受付期間内（必着）に、郵送で申請書類を
経済課産業振興係（〒１８４−８５０４住所不要☎
０４２−３８７−９８３１）へ

小規模事業者持続化サポート
補助金をご活用ください！

会計年度任用職員・
　　　　　任期付職員募集

区分 業務名 月額報酬 募集人数

①

任期付
保育士

１９５，９６０円〜
（経験・職歴に
より加算有り）

４人

保育士（育児休業代替） ２１６，８９０円 若干名

会計年
度任用

美術館学芸員 ２０３，１００円 １人
保育園給食調理業務 １５９，０００円 ２人
保育園看護業務（週２日） ９４，６００円 ２人
保育園看護業務（週３日） １４１，９００円 １人
学童保育指導員業務 １８６，３００円 １人

② 会計年
度任用

特別支援教育支援員（小学校） １８６，２００円 ２人
特別支援教育支援員（中学校） １８６，２００円 １人

■採用予定日６月１日（土）
e▷資格要件等詳細は、市ホー
ムページをご覧ください▷要項
は市ホームページからもダウン
ロードできます
■要項配布m郵送（必着）また
は直接、①は５月７日（火）ま
でに職員課②は１０日（金）まで
に庶務課へ
i①職員課人事研修係（〒１８４

−８５０４住所不要・市役所本庁舎
１階☎０４２−３８７−９８０８）②庶務
課庶務係（〒１８４−８５０４住所不
要・市役所第二庁舎７階☎０４２
−３８７−９８７２）

任期付職員会計年度
任用職員

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆
名　称 と　き ところ 内　容 問合先

土地開発公
社評議員会

５月９日（木）
１４：００〜

市役所本庁舎３
階第一会議室

事業報告および財
務諸表について　
ほか

土地開発公社事務局
（☎０４２−３８７−９８５１）

居住支援協
議会

５月１０日（金）
１０：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

住宅確保要配慮者
の居住支援につい
て

まちづくり推進課住宅
係
（☎０４２−３８７−９８６１）

はけの森美
術館運営協
議会

５月１０日（金）
１８：００〜

市立はけの森美
術館

はけの森美術館の
運営について

コミュニティ文化課文
化推進係
（☎０４２−３８７−９９２３）

男女平等推
進審議会

５月１３日（月）
１３：３０〜

市役所本庁舎３
階第一会議室

男女共同参画施策
の推進について

企画政策課男女共同参
画室
（☎０４２−３８７−９８５３）

生活支援事
業協議体

５月２１日（火）
１４：００〜

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

活動報告・生活支
援における検討な
ど　ほか

介護福祉課包括支援係
（☎０４２−３８７−９８４５）

精神保健福
祉連絡協議
会

５月２３日（木）
１０：００〜

本町暫定庁舎１
階第一会議室

精神障害にも対応
した地域包括ケア
システムの構築に
ついて　ほか

自立生活支援課相談支
援係
（☎０４２−３８７−９８４１）

地域自立支
援協議会

５月２３日（木）
１７：００〜

市民会館・萌え
木ホール（商工
会館３階）Ａ・
Ｂ会議室

障がい者の施策に
ついて

自立生活支援課障害福
祉係
（☎０４２−３８７−９８４８）

児童発達支
援センター
運営協議会

５月２９日（水）
１０：００〜

市民会館・萌え
木ホール（商工
会館３階）B会
議室

児童発達支援セン
ター「きらり」の業
務内容等について

自立生活支援課障害福
祉係
（☎０４２−３８７−９８４８）

食育推進会
議

５月２９日（水）
１４：００〜 保健センター 食育推進計画につ

いて　ほか
健康課健康係
（☎０４２−３２１−１２４０）

※傍聴については事前にお問い合わせください

市申込フォーム

市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分～午後５時です。（正午～午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1 6・5・1 4


